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―労働者派遣法改悪―どうなる、派遣労働者？ 
労働相談ホットライン 結果報告 

 7 月 3 日（金）と 4 日（土）の二日間、労働相談ホットライ

ンを開設しました。事前に読売新聞と朝日新聞が記事にしてく

れたほか、当日は毎日テレビが取材・報道してくれました。 
 ほとんど準備期間がなかった割にはそこそこの数の相談があ

りましたが、今回のホットラインのテーマである派遣法改悪に

かかわる相談はそれほど多くなかったように感じました。現に

派遣で働いている人が、今回の法改悪でどのような影響を受け

るのか、今一つピンと来ていないのかもしれません。 
 ともあれ、多くの組合員の皆さんにも協力していただいて、

無事ホットラインを行うことができました。相談員として活躍

していただいた組合員の方に改めてお礼申し上げます。 
なお、労働者派遣法の改悪案は 6 月 19 日に衆議院を通過し、

現在参議院に送られました。年金情報の漏えい問題等もあって、

参議院の審議はこれからというところですが、予断を許さない

状況です。今後、他組合等とも協力しながら、派遣法改悪に反

対し続けるとともに、改悪されてしまった場合の対応も検討し

ています。また、組合としての取組等を呼び掛けさせていただ

くこともあると思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いい

たします。 
 
年代 性別 雇用 契機 内容 

20 代 男性 
正社

員 
テレビ 

ゲームセンター勤務。何年間かバイトで勤務した後、2 ヶ月前に正社

員登用。正社員になってからは夜も遅く、休みも十分に取れない。残

業代も出ない。自律神経失調症で 2 週間休養の診断書が出され、本社

に送ると解雇を告げられた。通勤に 1 時間以上かかるので、家の近所

の仕事で転職先を探してもよいかと思っている。 

40 代 女性 派遣 新聞 

派遣先が派遣会社を変えることになった。派遣先には気に入られてい

るが、派遣先でのバイトとしての直接雇用にしても、新しい派遣会社

に入り直したとしても時給が下がる。3 ヶ月更新で勤続 4 年になるが、

26 業務かどうかは不明。自覚としては一般事務。 

不明 女性 派遣 その他 
有給休暇を取ると派遣先で嫌味を言われる。職場で文句を言うと契約

が更新されないかもしれないのが不安で言えない。 

不明 男性 派遣 不明 
電気製品の修理を受け付けるコールセンターで仕事をしている。3 年

目になるが次の更新をしないと言われた。 
不明 男性 非正 不明 ファストフード店でバイトをしている。定時は 16:00-22:00 だが毎日 2
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規 時間の残業になっておりしんどい。 

50 代 男性 派遣 不明 

食品メーカーの品質管理。勤続 8 ヶ月。業績が悪く仕事がなくなる恐

れがあるとの理由で「他のし職場を探してみてはどうか」と言われる

が、はっきり「辞めてくれ」とは言われずどう判断していいか分から

ない。 

不明 男性 
非正

規 
不明 バイトで働いているが、給料（1 ヶ月分）が支払われない。 

40 代 男性 派遣 不明 
家具の販売・搬入作業で雇われたが、最近トラックでの運送をさせら

れるようになった。会社がどう考えているのか分からない。 

不明 男性 派遣 不明 
製造業。6 ヶ月更新、勤続 2 年。周囲を見ていると少しのことで簡単

に雇い止めにされている。法律も変わるということで今後仕事を続け

られるのか不安。 

不明 男性 派遣 不明 
26 業務で派遣をやっている。派遣先から関連会社に出向させられてい

るが二重派遣になるのではないか。また改正案が施行されたらどのよ

うなことが起こるのか。 

40 代 男性 
正社

員 
不明 

1 年前から減給、退職を迫られている。目の焦点が定まらない等の体

調不良が起こっている。退職するとしてもより有利な条件を引き出し

たい。 

60 代 男性 
非正

規 
テレビ 

市営の駐輪場に勤務している。シフト時間よりも 30 分早く出勤するよ

う言われている。早朝・深夜の手当ては付かないのか。有給休暇は取

得できないのか。交通費は支給されないのか。休憩を与えなくてよい

のか。 

60 代 男性 派遣 不明 
週 3 日勤務、6 ヶ月契約。別の事業所の応援に行くよう言われている

が、遠方なので通勤できない。どうしたらよいか。 

不明 女性 派遣 ラジオ 
派遣法改正という話題をニュースで耳にするが、全体的には何がどの

ように変更され、結果的に派遣労働者の立場はどうなりそうなのか。 

不明 男性 
パー

ト 
テレビ 

自営業者であるが経済的に厳しいため朝はパートで働いている。勤続

7、8 年。①時給 950 円で交通費・賞与なし、②時給 850 円で交通費・

賞与あり、の選択肢があり後者を選択した。賞与は毎回約 47,000 円で

支給されていたが、今回は事前通知もなく約半分に減額された。正社

員は減額されていない。 

40 代 女性 
失業

中 
不明 

以前は派遣で会計業務をしていた。育児中に仕事を離れており、正社

員としての再就職を考えているが、派遣で働いていたことがマイナス

評価になっている。 

50 代 女性 
失業

中 
不明 

営業事務の派遣で働いていたが、今年 1 月から収入が半減し、3 月で

雇い止めになった。就職活動をしているが全然決まらない。失業手当

が、減給後の賃金を基準に支給されるため定額で、期間も長くは続か

ない。どうすれば仕事が見付かるか。 
 



 

(解決報告) ソフトウェア開発Ａ社 組合員Ｍさん（３０代男性） 

 2014 年 4 月入社。入社時に、初年度の給与は前職の金額と同額を保証し、来年度からは給与

査定による増減があると説明を受けましたが、具体的な査定方法の説明はありませんでした。 

 2014 年 12 月、上司より個人評価表の記入を指示され、評価表には業務内容に対する金額が書

かれていた。「給与の額には影響しない」と言われたので記入し提出しました。 

 2015 年 1 月、給与査定の結果、給与の 5 万円減額の同意を求められました。給与査定では 9

万円減額のところを、1 年間だけ調整額として 4 万円を付与するという内容でした。突然の事だっ

たので、返事は次週まで待って欲しいと、その場での返答を避けた。 

 次週、上司より給与減額の同意を求められましたが拒否しました。すると、「辞めてしまえ」「詐欺

師」「親の顔が見たい」「ハローワークで転職活動しろ」と、退職強要といえるパワハラ発言、人格否

定発言を、上司より１時間以上に渡って受けました。 

 

● 組合加入 

 2015 年 1 月 22 日、管理職ユニオン・関西に相談に訪れ、組合に加入しました。会社に対して、

労働組合加入通知書、団体交渉申入書を FAX しました。 

 翌日、上司より、調整額の 4 万円の取消を通知されました。グループの電話当番表からも名前が

削除されました。給与は 9 万円が減額され、支給額の 33％の減額となりました。 

 

● 団体交渉 

 ９万円の減給の撤回、パワハラ発言、電話当番表からの削除について、会社と 3 度に渡って団

体交渉を行いました。減給については入社時に評価表を見せて同意を得ている、パワハラ発言は

叱咤激励である、電話当番表からの削除は業務上の措置との回答でした。新規事業部であった

私の部署の評価表など存在したのかと質問したところ、入社時には存在しなかった事が判明しまし

た。 

労働基準法の制裁規定でも減額は月額 10％以内という制限を会社に説明しました。会社も、管

理職、弁護士と相談して回答すると約束しました。にもかかわらず、

次の団体交渉では回答を用意せず、相談もしていない不誠実な対

応に、これ以上の交渉は無理と判断して、交渉は決裂しました。 

 

● 組合行動 

大阪府労働委員会に不当労働行為救済の申立を行い、会社の得意先に対しても、給与減額、

パワハラ発言、団体交渉の内容などを、要請書という名前で FAX しました。 

 

労働委員会には、給与減額分に相当する和解金で円満退職を希望すると伝え、仲村さんには

会社側の弁護士と交渉して頂き、４０万円の解決金にて円満退職することになりました。違法な会

社からの不利益に対して、個人ではどうする事もできず、管理職ユニオン・関西に加入して、団体

交渉で会社と対等に交渉ができ、組合行動という形で会社と争う事ができ、解決に至り、組合には

本当に感謝しております。 



 

 
 
 
 
  

社会福祉法人が運営する養護施設等で勤務している人からの相談が多い。介護労働者の

低劣なh



 

 
 
 
 
 
 Ａさんは、昨年 10 月から某アパレル会社の店で契約社員として働いてきた。会社は全国

展開している一部上場会社である。しかし、働き始めてしばらくしてから、陰湿ないじめが

始まったのである。 
 「仕事の出来ない人間は○○に必要ない。早く辞めろ給料泥棒」「しぶといゴキブリ女 早

く辞めろ お前の顔を見るたびに吐き気がする」「早く辞めろ給料泥棒 何回も言わせるな 

仕事の出来ない人間に生きる価値はない」～これらはＡさんのロッカーに入れられていたメ

モである。この他、制服を汚されたり、会社から受け取った資料を破かれる等ということも

続いた。 
 そのため、Ａさんは今年 3 月初旬から休職を余儀なくされた。Ａさんはこうしたことを店

長に相談したが、店長はあたかもＡさんが自作自演したかのように言い、他の社員もいる前

で「Ａさんも含めて、全員が容疑者」と言い放ったのである。こうした店長の対応のために、

Ａさんは一層追い詰められ、一時期は声が出なくなってしまった。それだけではない。会社

は 4 月末にＡさんとの雇用契約を 5 月 20 日で終了とし、契約更新しないと通告してきたの

である。 
 Ａさんはどうしても納得できず、組合に相談に訪れた。Ａさんの希望は、「配置転換しても

らって働き続けたい」というもの。加害者の特定や処罰、補償は望んでいなかった。きわめ

て控えめな希望であった。組合は、団体交渉という形で正面から取り組むよりも、会社の担

当者と内々に話し合う方がＡさんの希望に沿った方向をさぐりやすいと考え、会社に事務折

衝を持ちかけた。 
 5 月下旬、会社側は人事部長を含む二人、組合側は大橋とＡさんの二人で事務折衝を行っ

た。Ａさんの希望が本当に控えめなものであっただけに、拗
こじ

れることもなく調整できるので

はないかとの希望もあった。ところが、会社側の対応は、取りつく島もないものだった。曰

く、「Ａさんとの契約を更新しないのは、Ａさんの勤怠不良のため。契約を更新するつもりは

ない。」「店長の対応に問題はない。店長は全員が容疑者等とは発言していない。」等々。 
 会社のあまりの対応に私は怒り心頭であったが、Ａさんの体調も気がかりであったために、

抑えに抑えた対応を行った。ともあれ、事務折衝で話がまとまらない以上、正式に団交を行

うしかない。6 月中旬に第 1 回団交。あらかじめ予想できたことではあったが、会社は事務

折衝の際の主張を繰り返すだけで、決裂。その後、労災申請や抗議行動の展開も考え、何度

もＡさんの気持ちを聞いた。しかし、Ａさんとしては、これ以上長引かせたくはないとのこ

と。精神的にもまいっており、経済的にも苦しいとのことであった。そのため、組合として

は早期収拾の方向に切り替え、会社側弁護士と折衝の上、7 月に和解成立となった。 
 労働者は、精神的にも経済的にも追い詰められてしまうと、中々闘えない。本来、それを

バックアップして闘える条件を創り出すのが労働組合だと思うが、未だ力不足を痛感せざる

を得ない事例であった。 

～解決報告？～ 

某アパレル会社 いじめ・雇止め Ｃ 



 

 
 
 
 7 月 18 日（土）午後 3 時から、学習会「組合作りを学ぶＳ化学分会結成秘話」を開催し

た。前日夜からの台風 11 号襲来でＪＲが大混乱していたが、Ｓ化学分会結成の中心となっ

たＹさんに講演していただき、何とか開催することができた。もちろん、限られた紙面で

講演内容を網羅的に紹介することはできないので、私が印象に残ったところを中心に紹介

することにしたい。 
  
１ Ｓ化学という会社 
 Ｓ化学は、缶ジュースや缶コーヒー等の塗装を主な業務としている会社である。新卒採

用というのは少なく、社員の紹介等で入社してくるものが多い。労働条件はまちまちで、

誰の紹介で入社したか等ということで同じ仕事をしていても条件が異なったりする。言っ

てみれば社長のさじ加減ですべてが決まるという感じであった。 
 
２ 社員会 
 会社にはもともと社員会があった。労働組合ではなかったが、そこで会社に対する不満

等が噴出していた。ただ、愚痴の範囲を超えることはできなかった。Ｙさんはそうした状

況を改善したいと考えたが、労働者の権利についての知識もなく、労働組合というものも

分からなかった。そこで、行政が行っていた労働学校に通って知識を身につけた。 
 Ｙさんがまず行ったのは、社員会を基礎に従業員の過半数代表になるということだった。

労使協定の締結権をバックに会社と交渉しようと考えたのだ。Ｙさんは数名のメンバーと

一緒に社員会の代表となり、会社との交渉を始めた。会社は一族経営で、先代社長の長男

が社長、次男が専務であったが、専務がそれなりに話を聞く人物だったため、数年の間は

社員会という形で交渉を行い、それなりに改善も図ってきた。 
 
３ 組合結成に 
 ところが、兄の社長と弟の専務の兄弟喧嘩が始まり、弟が出て行ってしまった。兄の社

長が経営を取り仕切ることになったのだが、これが全くどうしようもない人物だった。社

員会の代表という立場での交渉では、まったく進まなくなった。また、社長はＹさんらを

徹底的に敵視。社内放送で毎日、多い時には数十回も、Ｙさんらの悪口を放送するありさ

まだった。社長のあまりに子供っぽい嫌がらせに対しては、他の社員らも怒り出すありさ

まで、Ｙさんらが孤立させられるということもなかった。私の記憶が曖昧なので間違って

いるかもしれないが、そうした中である社員が些細なことで社長と口論になり、解雇され

た。その解雇撤回闘争も絡みながら、組合結成に向かったという話だったかと記憶してい

る。もっとも、組合結成に至るまでには、繰り返し学習会を行い、相当な準備をしたそう

である。 
 
４ 関西生コン支部への加入 
 以上のように、社員会を母体にしつつ従業員過半数代表としての交渉から始め、社員会

～報告～組合作りを学ぶ Ｓ化学組合結成秘話 



 

と袂を分かって十分な準備の後に社内組合結成に至ったそうである。私が聞きたかったの

は、なぜ関西生コン支部に加入したのか、ということ。上部団体に加入するとすれば、連

合あり、全労協あり、全労連あり。いろいろある中で、なぜ関西生コン支部を選択したの

か？ Ｙさんの話では、弾圧を跳ね返して闘っている一番まともな労働組合だと思ったか

らということだった。短時間の話だったので、結局のところ私にはよくわからなかった。

おそらく、いろいろ考え、試行錯誤した結果だったのではないかと想像している。私はて

っきり社内組合丸ごと関西生コン支部に加入したのだと思っていたが、実はそうではない

らしい。社内組合全体としては、関西生コン支部への加入を躊躇する組合員もおり、結局

社内組合の中心メンバーが個別に加入することになったということである。この形は現在

も続いており、社内組合はそれはそれでやっていて、関西生コン支部に加入したメンバー

は社内組合と 2 重加盟している形になっているとのこと。 
 
５ 組合活動 
 Ｙさんが強調していたのは、権利闘争を重視するということである。具体的には、組合

の取り組みを賃上げ等に矮小化するのではなく、職場における労使対等の権利実現を包括

的に目指すということだろうか？ 確かに、労働者が抱える問題は賃金だけではない。上

司ににらまれながら小さくなって働くのではなく、胸を張って働ける、言いたいことを言

えるというのは極めて重要だと思う。また、Ｙさんは、労働者が知識を身につけることの

重要性も強調していた。労働者の権利にかかわる知識は無論のこと、広く政治・社会的な

事柄についても勉強し、積極的に関わっていくべきという。結局、知識がなければ、経営

者と対等に渡り合うことができないということである。 
 
６ 会社の状況 
 Ｓ化学では、労使の力関係が明らかに変わっている。社長は会社と同じの敷地に住んで

いるのだが、毎朝社員が出勤する前にどこかに出かけ、社員が退社するまで戻ってこない。

つまり、逃げ回っているのだ。かつては自分こそが主人で社員は奉公人であるかのように

ふるまっていた社長が、社員の前に出てくることすらできなくなっているということ自体、

力関係の変化を如実に表しているように思う。 
もちろん、組合の要求がすんなり通っているわけではなく、団交には実権のない管理職

が出てきてまともに交渉に応じないという状況が続いている。私も二度ほど団交に参加さ

せてもらったが、遅々として進まない団交には苛立ちも感じた。ただ、労使関係とはそう

いうものだろうとも思う。緊張関係が高まり争議に発展することもあるし、比較的落ち着

くこともあるだろうが、終わるということはない。組合員の団結を固め、学習し、日々生

起する問題に向き合っていくということなのだろう。 
 
７ 感想 
 組合を立ち上げ、維持し、労使の力関係を変えていくというのは、一朝一夕でできる話

ではないということを教えていただいたと思う。組合員自身が使用者と対等に渡り合って

いくまでエンパワーしていかねば分会の基盤などできないのだから、当然と言えば当然で

はある。 



 

 
 
 
 
 
 6 月 27 日（土）、「第 7 回 労働者・労働組合と大坂労働者弁護団合同交流会」が開催

され、ＭＵとＫＵからも 3 名が参加しました。合同交流会は、午前に全体講演、午後に

分科会（①労働委員会を有効活用するためのノウハウ検討会、②業務命令の限界、③憲

法カフェ）、夕方から懇親会という構成でした。以下、参加した 3 名で分担して、大橋が

全体講演の報告を、西村さんが分科会（労働委員会を有効活用するためのノウハウ検討）

の報告を、野口さんが懇親会の報告をさせてもらいます。 

 

【全体講演】 

 全体講演では、広島大学の緒方桂子さんに「非正規労働者に均等待遇を」と題して講

演していただきました。講演内容全部を紹介するのは無理なので、私が主観的にチョイ

スして紹介します。 
 緒方さんは最初に「法テラス奈良事件・大阪高裁判決平成 27 年 5 月 28 日」を紹介さ

れました。非常勤職員である原告が、常勤職員等と全く同じ業務に従事しているにもか

かわらず、賃金に格差があるのは不法行為に当たるとして損害賠償を求めた事案です。

これに対し、大阪高裁は非常にひどい内容の判決を出しました。曰く、「非常勤職員は、

原則として 3 年を超えて雇用が継続されることが予定されていない臨時職員にすぎず、

昇格・昇給は一切予定されていない。」 だから、常勤職員等と「非常勤職員とでは人材

活用の仕組みに大きな違いがある」 「同じ内容の業務に従事しているというだけでは、

非常勤職員の賃金等が常勤職員のそれの 7 割に満たないという格差があるとしても、そ

れが直ちに不合理なものになるということにはならない。」 つまり、非常勤職員は 3 年

限定の有期雇用であって、もともと昇格・昇給もないから、同じ仕事をしていても賃金

差別をしてよいという判決です。こんな判決がまかり通るならば、会社はやりたい放題

です。 
 緒方さんは続けて、非正規労働者の均等処遇に向けて不十分ながらも法整備が進んで
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きていることを指摘されました。皮切りは「丸子警報器事件判決」（「およそ人はその労

働に対して等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在」「その理念に反

する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱」）でしたが、残念ながらこの判決

の考え方は必ずしも定着しなかったということです。しかし、その後、以下のように少

しづつ法律に規制が取り入れられていきます。 
1993 年パート労働法 3 条 事業主に対し、均衡を考慮した処遇の確保を要請 
2007 年パート労働法改正 8 条 通常の労働者と同師しうる短時間労働者に対する差別禁止 

9 条 賃金に関する均衡処遇 等 
2007 年労働契約法 3 条 均衡考慮原則 
2012 年派遣法改正 30 条 派遣先同種労働者との均衡考慮 
2012 年労働契約法改正 20 条 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 
2014 年パート労働法改正 8 条 短時間労働者に対する不合理な待遇の禁止 

9 条 差別的取扱い禁止 
10 条 賃金に関する均衡処遇 

 緒方さんは続けて、非正規労働者が 1990 年前後より激増するとともに基幹労働者化し

てきていることに触れた上で、労働現場にもたらす影響について述べられました。第一

に賃金等労働条件の下方への規律化と正規労働者の労働の過重化、第二に正規労働者と

非正規労働者との対立の先鋭化（労・労対立）、第三に社会保障システムの解体と公的扶

助増大・税負担増大ということです。 
 そして、労働組合の取り組みの方向性として、3 つの提案をされました。 
① 職場における正規労働者及び非正規労働者の労働条件や人事管理の実態の洗いだし

基本給、諸手当、福利厚生等。そして、職務評価（異なる労働の価値を数値化し比較

する手法）を活用することも提案されました。 
② 「説明義務」の活用 

パート労働法や労働契約法、労働者派遣法には、正規労働者との均衡のとれた待遇等

について、使用者に説明義務を課しています。しかし、個々の非正規労働者がこうし

た規定を活用して使用者に説明を求めるのは事実上困難です。そこで、労働組合が積

極的に非正規労働者の待遇について説明を求めていくべきという提案です。 
③ 調停やあっせんの活用 

「説明義務」の活用とリンクさせながら、労働局や労働委員会の調停・あっせんを活

用すべきとの提案です。まずは団体交渉等で非正規労働者の待遇について使用者に回

答させ、差別の不合理性を浮き彫りにした上で、調停・あっせんで落としていくと言

う提案です。 
さらに緒方さんはこうした労働組合の取り組みと裁判闘争を結合していくことも提案

されました。 
以上、緒方さんの講演は、全体を把握したうえで、実践的な方策についても提案する

というもので、非常に参考になりました。もっとも、私としては、労働組合の取り組み

にかかる提案の部分はあまりにも微温的なように感じました。しかし、労働組合の現状

を見る限り、実際にはこれが精いっぱいのところかもしれません。 



 

第 1 分科会 労働委員会を有効活用するためのノウハウ検討会 報告 

文責 Ｎ 

目的 

ユニオンでも、会社が団交拒否したときや、団交で解決できないときなどによく活用する労働委

員会。その労働委員会をどのように活用するのが効果的かというテーマについて、弁護士と労働組

合それぞれの視点から意見交換することで、互いの視野を広げていこうというのが目的でした。 
内容 

実際にあった労働問題をモデルとした事例が提起され、その問題をどのように解決していくか、

5、6 人のグループ毎に議論して発表するグループワーク形式で進められました。読者の皆様も自分

がユニオンの専従になったつもりで考えてみて下さい。 
事例 

○㈱シンゾー（神戸市）はスーパーマーケット MIX（大阪市）の土地・建物所有者。もとも

とスーパーMIX の従業員 50 名は、㈱シンゾーに雇用されていた。 
○㈱シンゾーは株式会社㈱アベノ（奈良市）にスーパーMIX の業務を委託して、従業員 50

名も㈱アベノに雇用されることになった。 
○従業員 50 名のうち 10 名が、個人加盟労組のララ・ユニオンに加入、未払い賃金を議題に

団体交渉をした。 
○㈱アベノは、業務委託を解除されて破産、従業員 50 名は全員整理解雇。㈱シンゾーが全

員の面接をして、50 名中 35 名が採用、組合員 10 名は全員不採用となった。 
○㈱シンゾーに団交を申し入れたが、「使用者でない」との理由で拒否された。 
①いかなる手段を取ることが考えられるか 
②労働委員会に、誰を被申立人として、どのような救済を申し立てるか 
③使用者性を主張・立証するためにどのような資料を収集すべきか 
④不当労働行為意思を主張・立証するために、当該組合員から聞き取るべき事項、会社に対

して求釈明すべき事項 
感想 

同じグループのメンバーは、弁護士が 2 名、自治労の大阪市学校給食調理員労働組合の方が 1 名、

労働弁護士を目指す司法修習生が 1 名の、計 5 名でした。世代も若く労働委員会の経験が少ないメ

ンバーが中心で、他グループの発表から学ぶことが多かったように思います。 
特に使用者性の立証については、僕自身は何をしてよいのか思い付きませんでしたが、株主名簿

や破産申立て書類から資本関係を明らかにしようとか、就業規則や従業員マニュアルに類似性がな

いか確かめようとかいう意見が出て、資料の入手方法にしても、弁護士会を通じた照会や、訴訟で

の文書提出命令、労働委員会での物件提出命令等、実務上とても勉強になる話が聞けました。 
一方的に講演を聞くのではなくグループワーク形式だったことで、2 時間半の長丁場でしたがあ

っという間に時間が過ぎました。全体会では担当弁護士から、「労働組合で交渉をしてから弁護士に

相談されると、それまでの方針まで引き継がなくてはならない。費用の問題もあると思うが、最初

の段階から労働組合と弁護士が一緒に方針を検討できるのが理想」とのまとめがあり、僕自身も行

き詰まったとき人に相談することで事態が打開できることもあるのだと実感しました。 

【懇親会】 



 

労働組合と大阪労働者弁護団のＬＡＬＡ合同交流会に今年も参加させていただくこと

ができました。今回の６月２７日に行われた合同交流会は、全体講演では「非正規労働

者に均等待遇を」というテーマで広島大学教授の緒方桂子さんが講師として招かれてい

ました。非常勤職員である原告（控訴人）が、常勤職員とまったく同一の仕事をしてい

るにも関わらず、賃金に格差があるのは不法行為にあたるとして損害賠償を求めた法テ

ラス奈良事件などを取り上げていましたが、この事案も原告の主張は認められず敗訴し

たそうで、非正規の均等待遇が実現されるのはなかなか難しい状況のようです。そのあ

と「目下全勝中！橋本大阪市政下における公務員敵視政策に対抗する闘争」についての

冠木克彦弁護士による特別報告が２０分ほどありました。 
午後からは、例年通り分科会があり、分科会は労働委員会を有効活用するためのノウ

ハウ検討会、業務命令の限界、憲法カフェの三つでした。今年はどの分科会も弁護士の

一方的な発表にならないよう、弁護士と労働組合の双方が参加して意見を述べ合う形に

変えたそうです。どの分科会もなかなか盛り上がったようでした。分科会が終わって再

び全員が合流し、全大会での全体のまとめで交流会は無事終了しました。 
そのあと各労働組合、大阪労働弁護団の人たちが集う懇親会がありました。そこで、

幸いにも気さくに弁護士の人と話す機会があったのですが、意外だったのは、労働委員

会は、会社や組合の所在地ではなく組合員の住所所在地の労働委員会でも行うことが可

能とのことでした。申立人は組合なのに補佐人扱いの当事者の住所地の労働委員会でも

行うことができるとはにわかには信じられませんでした。しかし組合に所属しているこ

とによる不利益取り扱いならできるとのことでした。このことがなにかの役に立つこと

があるかはわかりませんが、弁護士の人と知り合っていろいろ貴重な情報が聞けるのは

嬉しいことだと思います。そして懇親会では景品付きクイズ大会がこれも例年通り行わ

れましたが、Ｍ弁護士が昔はモヒカンの髪型をしていたことや、Ｓ弁護士とＭ弁護士が

ラクビーをやっていたことなどの耳寄りな話が沢山披露されてとても楽しいひとときで

した。クイズ大会の答えのとき、みんな知らなかったのですがＺ弁護士もラクビーをや

っていたことが発覚し、弁護士のラクビー人口はなかなか多いことがわかりました。 
そんなこんなで懇親会は終わってしまったのですが、そのなかの何人かは懇親会の盛

り上がった雰囲気のまま二次会に繰り出しました。二次会では和気あいあいとビールを

飲みながら昔ばなしに花を咲かせました。そこでの話で大学院時代から労働問題をやり

たいと弁護士になったという人もいて、親近感を覚えました。最初から労働問題に関心

があってそれがやりたくて弁護士になったという人はそうはいないのではないでしょう

か。しかし、そうはいっても私も大学時代に労働法を勉強し、そこで労働三権に初めて

出会って、それなりに関心を持って労働法を勉強していたことをふと思い出し感慨に耽

りました。労働問題がやりたくて弁護士になったという人ならこれから組合にとって頼

りになる人かもしれません。良い出会いに感謝です。そのほかベテラン弁護士の方の遠

い過去の若いころの話には、ここでは言えないなかなか深いものがありました。 



 

危機管理 『ハインリッヒの法則』 

管理職ユニオン･関西 副執行委員長 K,Tateyama 

 

安全管理の基本に「ハインリッヒの法則」があるのを耳にしたことはないでしょうか？ 

米国の保険会社で技師をしていたハイ

ンリッヒが、5000 件を超える産業事故

を調査・分析して発見した法則である。

1 件の大きな事故が発生する背後には、

29 件の中規模の事故がある。さらにそ

の背後には、取るに足りないと思われ

るような小さな事故が 300 件ある、と

いうものです。彼のこの発見は「1 対

29対300の法則」ともいわれています。 

この法則は労働災害について分析した

結果お法則なのですが、現在はビジネスの分野でも広く適用されています。 

例えば 1 件の大失敗の裏には 29 件の顧客から寄せられたクレーム、苦情で明らかになった

失敗があり、さらにその裏には、社員が「しまった」と思っているが外部の苦情がないた

め見逃している 300 件のケース、つまり認識された潜在的失敗が必ず存在していると言う

ことです。さらに言えば、認識すらされていなかった事例はその数倍もあることになるで

しょう。ハインリッヒが鳴らした警鐘によれば、大失態を防ぐためには日頃から些細なミ

スを潰しておく必要があるということです。 

また、日常生活に置換えて考えてみると.. 

1 件の交通事故の背後には、29 件の軽い接触事故があり、その背後には 300 件の 

ちょっとした不注意がある。 

1 件の離婚問題には、それに至るまで 29 件の ”ガチギレ”があり、その背景には 

300 件のちょっとした ”イライラ”がある。 

など、色々と考えられるのではないでしょうか？ 

皆さんも就労環境・日常生活などについてこの法則に当てはめて考えてみては如何でしょ

う。たとえば、「就労先で注意をうけた」その前段階で自分自身に「小さなミス」、あるい

は「すぐに忘れてしまうような アレ？」が有ったなど、また就労先の使用者に「すぐに忘

れてしまうような アレ？・ヘン？」と思うような事が有ったなど。この法則の底辺の 300

にあたる小さな事を、書留める、意識する事により「処分を受ける」「退職勧奨をされる」

などの重大インシデントの発生を予防でき、問題が発生してしまった場合でも多方面の検

討ができる材料になると思います。また発生してしまった場合でも小さな 300 の「アレ？」

から考え直すことにより解決の方法を考えるのに役立つと思います。 

私自信も 

大事件の種は、いつもの日常、普通の生活の中潜んでいる。 

そしてその積み重ねがいつかとんでもない事件となる !! 

を肝に銘じ、生活・就労・活動を行って行きたいと思っております。 





 

 
 
 
 
 7 月 12 日（日）午前 10 時に近鉄丹波橋駅改札に集合。梅雨の最中であったが、当日は快晴。

真夏の陽射しの中、一行は晴れ晴れとした気分で出発した。今回は「酒蔵巡り」と銘打っている

が、もちろん本旨はメタボ解消。最初から飲み歩く等という不届きなことはしない。丹波橋駅か

ら東上し、桓武天皇陵へと向かった。 
 丹波橋駅のほぼ真東、徒歩20分程度で桓武天皇陵に到着。綺麗に整備されていて、鳥居の向こ

うに円丘の古墳が見える。本当に桓武天皇のお墓なのかどうかはかなり怪しいようだが、歴史探

究が目的ではないので、誰も文句は言わない。適当に見物して、伏見桃山陵（明治天皇陵）へと

向かった。 
 桓武天皇陵から伏見桃山陵への道は、綺麗な砂利道が続いていてとても歩きやすい。もっとも、

日影が少ないので、真夏の陽射しが厳しかった。約 1 キロ強歩いて到着。桓武天皇陵よりもかな

り規模が大きい。東京ではなく京都にお墓を作ったのは、明治天皇の遺言によるという。墳丘は

古式に範を採った上円下方墳で、方形の墓坑を掘って内壁をコンクリートで固め、その中に棺を

入れた木槨を納めているそうだ。近代になって古墳を復活させるとは何とも時代錯誤なことをや

ったものだ。一行は、「本当に明治天皇が埋まっているのか？」「分骨

みたいな形で、あちこちにあるんじゃない？」等と無知の強みで不敬

極まりないことを喋り散らしている。せっかく古墳まで作ったのに、

まったく崇敬されている様子はなく、気の毒と言えば気の毒であった。 
高台に位置する伏見桃山陵の石段の上からは、伏見の街が一望でき、

中々の絶景である。石段は数百段もあるだろうか。この石段を下り、途中乃木神社に立ち寄って、

御香宮神社に。伏見はもともと「伏水（ふしみず）」という文字が当てられており、字が示す通り、

豊かな伏流水に恵まれている。中でも、この神社に湧き出る水は「御香水」として名水百選に選定

されている。一行は御香水で渇きをいやし、一時の涼をとった。 
さて、いよいよ酒蔵巡りに出発。大手筋商店街を抜け、かつて幕末の志士

が行き来したという竜馬通りをそぞろ歩く。一行の頭もメタボ解消から伏見

の酒へと切り替わり、節操なくソフトクリームを買い食いする輩も出没。ち

ょうど昼時となったことから、一行は黄桜記念館に併設されている「カッパ

カントリー」という店に入った。日本酒と地ビールが売りの店である。ここ

で、例のごとくＨＲ氏が何のためらいもなく吟醸を注文。付き合いでわたくしＯＨも吟醸注文を余儀

なくされた。昼食の後は、ほろ酔いの心地よい気分で、黄桜記念館を見物。しかし、灘の酒蔵と違っ

て展示物はかなりお粗末。ほとんど見るものもなく、一行は早々に木陰に集まり、黄桜の地ビール片

手にひとしきり談笑。その後、新撰組襲撃で有名な寺田屋を外から見物、月桂冠大倉記念館に足をの

ばし、最後に松本酒造の赤レンガの倉庫と煙突を見学。この赤レンガは大正時代に建てられたもので

「近代化産業遺跡」に認定されている。灘の酒蔵巡りと比べると、入場料を

払わないと見学できないし、無料の試飲もないということで不満はあったが、

暑いさなかに冷酒と地ビールを堪能し、一同ご機嫌で帰途についたのであっ

た。  

～報告～メタボ解消！ 遊歩会  

京都・伏見～酒蔵巡りの旅 



 

 
 
 
 
 

組合事務所界隈から始めた安い・旨い・ユニークなお店を紹介する勝手なペー

ジです（笑）一度、騙されたと思っていってみて!(^^)! 
今回は、酒屋の立呑み 酒の上谷商店・・ 

南森町６番出口より徒歩７分 

ぶらり居酒屋呑みログ 

連載企画 10 



 
 

組合事務所のお休み 

8 月 13 日（木）～ 

8 月 16 日（日） 

上映会〈ＳＷＡＮＹ，日本遠征闘争の記録〉 
1989 年、日本から韓国に進出していた手袋製造会社「アジアスワニー」が、突然工場

を閉鎖し、労働者を全員解雇しました。工場で労働組合が結成されたため、工場まるご

と潰してしまったのです。その年の 12 月末、5 人のアジアスワニー労組闘争団が来日。

「この世に労働者として生まれたことを恥じていた時代は終わった。韓国の労働者を牛

馬のようにこき使い、ぼろ紙を捨てるように不法投棄した悪辣な資本家三好鋭郎に踏み

にじられた韓民族の自尊心を取り戻すために歴史的な大闘争を繰り広げる。」との決議

文通り、90 日に及ぶ闘争を繰り広げたのです。大阪の多くの労働組合も支援に駆けつけ、

現在の日韓労働運動交流の嚆矢となったのです。この時の記録映画が韓国で制作された

ことから、日本でも各地で上映されることになりました。是非、ご覧ください。 

 大阪上映会 8 月 7 日（金）18 時～ ＠エルおおさか南漢 5Ｆホール 

 兵庫上映会 8 月 8 日（土）14 時～ ＠神戸市勤労会館 308 

入場料 1,000 円 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 コミュニティユニオン関西ネットワーク 運営委員会 

 コミュニティユニオン関西ネットワークの事実上の総会にあたります。当組合もしば

しばお世話になっている星のクリニックの星野先生が記念講演されます。是非、ご参加

ください！（懇親会予約の関係で、参加を希望される方は大橋までご連絡お願いします） 

 日時：8 月 23 日（日）午後 1 時半～4 時半 終了後懇親会あり 

 場所：豊中市立生活情報センター（くらしかん） 

 記念講演：精神科医から見た労働現場の底割れ状況」 星野征光さん（星のクリニック院長） 

 

～メタボ解消！ 遊歩会～ 

リベンジ企画 織姫伝説の地 交野山を訪ねる 

 日時：9 月 13 日（日）10 時 
 場所：ＪＲ学研都市線津田駅改札 

交野山(正式呼称こうのさん)は標高 341m の低山。登り 
やすい上に、頂上には磐座があり、大阪平野が一望できる 
ロケーション。古代より天空への廻廊とされ、星の神の天 
降る山として、日本における七夕伝説発祥の地となりまし 
た。ホンの一時、メタボな自ย天�\�• � �^�ß!•�¥>' � >&
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